
 

一 

〇 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
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（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
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修 

正 
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正 
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附 
則 

 

（
検
討
） 

第
百
八
条 

政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
基
本
的
方
向
性
に
よ
り
、
第
一
号
、
第
二

号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
関
連
す
る
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は

平
成
二
十
五
年
度
中
に
、
第
三
号
に
関
連
す
る
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は

平
成
二
十
六
年
度
中
に
財
源
も
含
め
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

大
学
に
対
す
る
寄
附
金
そ
の
他
の
寄
附
金
に
係
る
税
制
上
の
措
置
の
在

り
方
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
講
じ
ら
れ
た
措
置
の
効
果
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、

対
象
範
囲
を
含
め
、
検
討
す
る
こ
と
。 

 

二 

最
高
税
率
の
水
準
を
含
む
所
得
税
の
税
率
構
造
全
体
の
在
り
方
に
つ
い

て
、
税
負
担
の
累
増
感
の
解
消
を
図
る
た
め
、
税
率
の
累
進
度
を
緩
和
す

る
こ
と
等
に
よ
り
簡
素
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
含
め
、
検
討
す
る
こ
と
。 

 

三 

給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
の
控
除
の
特
例
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
給
与

所
得
者
の
負
担
軽
減
及
び
実
額
控
除
の
機
会
拡
大
の
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま

で
講
じ
ら
れ
た
措
置
の
効
果
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適
用
判
定
の
基
準
（
所

得
税
法
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当

該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
い
う
。
）
及
び
控
除
対
象
の
範
囲
を
含
め
、
検
討

 
 

 

附 

則 

 

（
検
討
） 

第
百
八
条 

政
府
は
、
次
に
掲
げ
る
基
本
的
方
向
性
に
よ
り
、
第
一
号
、
第
三

号
及
び
第
四
号
に
関
連
す
る
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
五
年
度

中
に
、
第
二
号
に
関
連
す
る
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
六
年
度

中
に
財
源
も
含
め
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

〔
同
上
〕 

   

〔
新
設
〕 

  
 

 

 

二 

〔
同
上
〕 

 

    



  

二 

す
る
こ
と
。 

 

四 
交
際
費
等
の
課
税
の
特
例
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
当
該
特
例
が
租
税
特

別
措
置
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
消
費
の
拡
大
を
通
じ
た

経
済
の
活
性
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
そ
の
適
用
範
囲
を
含
め
、
検
討
す
る

こ
と
。 

 

五 

相
続
税
に
つ
い
て
、
格
差
の
固
定
化
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
課
税
標

準
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
範
囲
、
税
率
構
造
等
の
更
な
る
見
直
し
を
行
う

こ
と
。 

 

六 

贈
与
税
に
つ
い
て
、
高
齢
者
が
保
有
す
る
資
産
の
若
年
世
代
へ
の
早
期

移
転
を
促
し
、
消
費
の
拡
大
を
通
じ
た
経
済
の
活
性
化
を
図
る
観
点
、
格

差
の
固
定
化
の
防
止
等
の
観
点
か
ら
、
結
婚
、
出
産
又
は
教
育
に
要
す
る

費
用
等
の
非
課
税
財
産
の
範
囲
の
明
確
化
も
含
め
、
検
討
す
る
こ
と
。 

 
 

 

三 

〔
同
上
〕 

    

〔
新
設
〕 

   

四 

〔
同
上
〕 

    
 

 
 

 


